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「国と地方の協議の場」について





国と地方の協議の場について 

 

１ 目的 

国と地方の協議の場は、地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画及び立案並

びに実施について、関係各大臣と地方六団体の代表者が協議を行い、もって地

域主権改革の推進並びに国及び地方公共団体の政策の効果的かつ効率的な推

進を図ることを目的とする。 

 

２ 概要 

（１）構成及び運営 

・ 協議の場は、次に掲げる者をもって構成する。 

〔国 側〕：内閣官房長官、特命担当大臣、総務大臣、財務大臣、内閣総理

大臣が指定する国務大臣（内閣総理大臣が議長及び議長代行を指定） 

〔地方側〕：地方六団体の代表（副議長を互選） 

・ 議長は、議員でない国務大臣、地方公共団体の長・議会の議長を、議案

を限って、臨時に参加させることができる（地方側は、地方公共団体の長・

議会の議長の参加を求めることができる。）。 

・ 内閣総理大臣は、いつでも出席し発言することができる。 

（２）協議の対象 

次に掲げる事項のうち重要なものを協議の対象とする。 

・ 国と地方公共団体との役割分担に関する事項 

・ 地方行政、地方財政、地方税制その他の地方自治に関する事項 

・ 経済財政政策、社会保障に関する政策、教育に関する政策、社会資本整

備に関する政策その他の国の政策に関する事項のうち、地方自治に影響を

及ぼすと考えられるもの 

（３）招集等 

 内閣総理大臣は、毎年度、議長が協議の場に諮って定める回数、協議すべ

き具体的事項を示して協議の場を招集する（臨時に招集することも可能。）。 

（４）分科会 

議長は、分科会を開催し、特定の事項に関する調査・検討を行わせること

ができる。 

（５）国会への報告 

議長は、協議の場の終了後遅滞なく、協議の概要を記載した報告書を作成

し、国会に提出しなければならない。 

（６）協議の結果の尊重 

協議が調った事項については、議員及び臨時に参加した者は、協議結果を

尊重しなければならない。 



 

３ 開催状況 

（１）第１回会合（平成２３年６月１３日） 

・ 社会保障・税一体改革について 

 ・ 東日本大震災復興対策について 

 

（２）第１回臨時会合（平成２３年８月１２日） 

・ 国と地方の協議の場分科会について 

（社会保障・税一体改革分科会について） 

・ 子ども手当について 
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